
○
国
土
交
通
省
告
示
第
百
四
十
三
号

既
存
住
宅
状
況
調
査
技
術
者
講
習
登
録
規
程
（
平
成
二
十
九
年
国
土
交
通
省
告
示
第
八
十
一
号
）
第
七
条
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
同
項
の
事
由
及
び
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
期
間
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
三
月
七
日

国
土
交
通
大
臣

斉
藤

鉄
夫

１

事
由

令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
に
よ
る
災
害

２

国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
期
間

既
存
住
宅
状
況
調
査
技
術
者
講
習
登
録
規
程
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
期
間
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
に
際
し
災
害
救
助
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
八
号
）
が
適
用
さ
れ
た
市
町
村
の

区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
者
の
う
ち
、
そ
の
有
す
る
既
存
住
宅
状
況
調
査
技
術
者
講
習
登
録
規
程
第
七
条
第
一
項
第

十
四
号
の
修
了
証
明
書
の
有
効
期
間
の
満
了
日
が
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
で
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
前
項
の
事
由
に

よ
り
、
同
日
ま
で
に
既
存
住
宅
状
況
調
査
技
術
者
講
習
を
修
了
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
者

同
年
四
月
一
日
か
ら

七
月
三
十
一
日
ま
で

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


